
（非常事態における消防庁長官等の措置要求等）  

第四十四条  消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これ

らの災害が発生した市町村（以下この条において「災害発生市町村」という。）の消防

の応援又は支援（以下「消防の応援等」という。）に関し、当該災害発生市町村の属す

る都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県

以外の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消防の応援等のため必要な

措置をとることを求めることができる。  

２  消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし緊急

を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たない

で、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災

害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該必要な措置を

とることを求めることができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市

町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。  

３  都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な措

置をとる場合において、必要があると認めるときは、その区域内の市町村の長に対し、

消防機関（第九条に規定する機関をいう。以下同じ。）の職員の応援出動等の措置を

とることを求めることができる。  

４  消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために特

に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅

速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とす

ると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村の長に

対し、当該応援出動等の措置をとることを自ら求めることができる。この場合において、

消防庁長官は、第一項の場合にあつては当該応援出動等の措置をとることを求めた

市町村の属する都道府県の知事に対し、第二項の場合にあつては当該都道府県の



知事及び当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を

通知するものとする。  

５  消防庁長官は、第一項、第二項又は前項に規定する場合において、大規模地震

対策特別措置法第三条第一項 に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地

震災害その他の大規模な災害で二以上の都道府県に及ぶもの又は毒性物質の発

散その他の政令で定める原因により生ずる特殊な災害に対処するために特別の必

要があると認められるときは、当該特別の必要があると認められる災害発生市町村

のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都

道府県内の市町村の長に対し、次条第一項に規定する緊急消防援助隊の出動のた

め必要な措置をとることを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、

当該災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当該出動のため必要な措置をと

ることを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知す

るものとする。  

６  都道府県知事は、前項の規定による消防庁長官の指示に基づき、その区域内

の市町村の長に対し、次条第一項に規定する緊急消防援助隊の出動の措置をとるこ

とを指示することができる。  

７  前各項の規定は、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号 の警戒宣言が

発せられた場合に準用する。  

 


